
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２４年９月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第５９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１月１２日 ０９時００分ごろ 

発生場所 関門港下関区 

山口県下関市所在の彦島大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０８６°１０

０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３０°５４.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年４月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 仁栄
じんえい

丸、１９トン 

 ＹＧ２－７８８０（漁船登録番号）、有限会社仁田屋仁栄丸 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キール部に擦過傷 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、船長が操舵室右舷側の甲板上

に立って遠隔操縦装置による操船を行いながら、関門港下関区の小瀬戸を

出航していた。 

船長は、小瀬戸出入口付近の水路の右舷側には、陸岸まで続く浅礁域が

存在することを承知していたが、目測のみで陸岸との距離を隔てて船位を

確認せずに航行していたところ、平成２４年１月１２日０９時００分ごろ

浅瀬に乗り揚げた。 

 気象・海象  

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 １、視界  良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期、潮高  約６０cm 

  その他の事項   海図によれば、本事故発生場所付近には、水深０.２ｍの孤立岩を含む

浅礁域が存在する。 

船長は、小瀬戸の通航経験が過去に数十回あり、いつも目測で右舷方の

陸岸との距離を隔てて航行して乗り揚げなかったことから、今回も乗り揚

げることはないと思っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、関門港下関区の小瀬戸を出航中、船長

が、小瀬戸出入口付近の水路の右舷側から陸岸ま

で続く浅礁域の存在を承知していたが、陸岸との

距離を目測して正確な船位を確認せずに航行して

いたことから、浅礁域に進入して浅瀬に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、関門港下関区の小瀬戸を出航中、船長が陸岸との距

離を目測して正確な船位を確認せずに航行していたため、浅礁域に進入し



て浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・浅所が存在する水域を出入航する場合には、ＧＰＳプロッター等を使

用して正確な船位の確認を行うこと。 

 




